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②職域プロジェクト 九州工科自動車専門学校

  ｢熊本県における実践的人材育成プログラムの開発と実施｣

１）取り組みの背景

九州工科自動車学校では、平成 20 年より厚生労働省の求職者支援制度

を活用した農業人材育成のためのプログラムを実施している。農業者育成

のためのプログラムを構築した背景には、どうしても農業分野に進出した

いという理事長の想いがあったと、担当者は述べる。

また、農業の実態を見た時に、あまりに儲かってない現状があり、工業

的システマティックな思考を農業に持ち込めないか、という発想もその原

点には存在していたとも述べる。

同校がこれまで実施してきたプログラムは、求職者支援制度における

｢求職者支援訓練｣に該当している。求職者支援制度とは、ハローワーク作

成のリーフレットによれば、｢雇用保険を受給できない方が、職業訓練に

よるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制

度｣とされている。具体的な支援内容としては、求職者の早期就職に向け

て、職業訓練とハローワークによる就職支援を組み合わせて求職者に提供

するだけでなく、訓練期間中は、職業訓練受講給付金として月額 10万円(通
所手当も支給)が支給される仕組みとなっている。

求職者がハローワークに求職の申し込みを行い、特定求職者に認定され

ることによって初めて、同校プログラムを受講できるようなる。だだし、

特定求職者として認定されるためには、次の４つの要件を全て満たすこと

が求められている。第 1 に｢ハローワークに求職の申し込みをしているこ

と｣、第 2 に｢雇用保険被保険者や雇用保険受給の資格者でないこと｣、第

3 に｢労働の意思と能力があること｣、第 4 に｢職業訓練などの支援を行う

必要があるとハローワークが認めたこと｣の 4 点である。

求職者支援制度での受講になるか、または公共職業訓練での受講になる

のか、ハローワークの窓口担当者により判断され振り分けられる。ちなみ

に公共職業訓練とは、各ハローワークが独自に実施するものである。九州

工科自動車専門学校は、公共職業訓練のプログラム実施主体でもあり、3
ヶ月間のパソコンの講座を提供している。
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同制度のバックグランドには、自民党・麻生内閣時(2008 年 9 月～2009
年 9 月)が創設した基金訓練がという制度あった。同制度には、様々な職

業訓練とともに求職者に生活資金を支給する仕組みが組み込まれていた。

当時の生活資金は、10 万円と 12 万円と分かれており、妻帯者には 12 万

円が支給されていた。この制度が、求職者支援制度のベースとなっている。

自民党政権から民主党政権に変わり同制度の廃止も検討されていたが、

求職状況が改善されなかったために制度の継続が決定し、平成 23 年度 10
月 1 日に、｢職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法

律｣(求職者支援法)が制定された。法律の制定により、大きく取り組みの制

限がかけられたが、九州工科自動車専門学校では、基金訓練を 2 回実施し

た後、3 回目以降は、求職者支援訓練という形でプログラムを実施し、平

成 25 年度までに６回プログラムを実施してきた。

２）プログラム受講生の状況 

 下表には、同プログラム受講者の修了後の進路について示している。同

プログラムの定員は 20 名と設定されている。直近の２～３年は定員が確

保できない状況が続いていることが問題である。これまでの 6 回の実施を

通じて、104 名の受講修了生を輩出してきた。統計がまとめられている 5
回目までのプログラム実施の実績を見ると、受講者合計は 91 人であるが、

そのうち、39 名（42.8％）が農業または農業関係の職業に就職している。

残り、31 名（34.0％）は他産業に従事し、残りは就職決定や病気の悪化

による途中退学や進学という、高い就職率を誇っている。約 1 割にあたる

8 名が、自ら農業経営を始める新規参入者として就農している点も特出さ

れるべき点である。
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受講者数

（定員：20名） 農業法人 個人経営 法人就職 自営業

第1回 20 0 2 4 0 5 0 7 2 0

第2回 20 0 3 2 0 5 3 2 1 0

第3回 20 3 2 3 3 6 2 1 2 0

第4回 15 5 2 0 5 4 0 0 1 1

第5回 16 3 2 0 3 6 0 0 0 0

合計 91 11 11 9 11 26 5 10 6 1

（割合） 100.0% 12.1% 12.1% 9.9% 12.1% 28.6% 5.5% 11.0% 6.6% 1.1%

　資料　）　九州自動車専門学校内部資料より作成

雇用就農
新規参入 農業関連

農外産業

　九州工科自動車専門学校の農業者育成プログラム受講者の進路

進学・研修 中途退学 未就職

 基金訓練の時代には、プログラム修了後の進学が制度的に認められてい

た。ここで言う「進学」とは、別のプログラムの受講を意味している。各

プログラムは、それぞれ 6 ヶ月間と受講期間が設定されていたが、別の種

類の講座を 1 人当たり 4 回まで受講することができた。このため、就労意

欲の少ない人物が月額 10万円の生活費支給額の受給を目的に受講する(生
活費確保のための受講)という問題が横行した。当時は、半日間受講すれ

ば、出席として認めることになっていたため、半日だけ出席して、午後は

遊興施設でギャンブルに没頭する様子が国会でも取り上げられ、問題視さ

れるようになった。

 基金訓練時代には、受講生が無断欠席を 1 回でもすると、その後 2 年間

は同様のプログラムを受けることのできないルールとなっていたが、法律

制定後は、無断欠席については、翌 1 ヶ月間、生活資金が受給できない仕

組みに変更されている。受講生の無断欠席などが突発的に発生したときに

は、ハローワークの担当者と協議の上、その後の対応を決める仕組みにな

っている。

３）求職者支援制度によるプログラムの特徴

 本制度では、事業終了後 3 ヶ月後の受講生の就職状況を厚労省に報告す

ることが義務づけられている。受講生の就職内容(就職先が雇用保険の加

入事業所であるか否か)によって、プログラムの実施主体に補助金が上乗

せされるインセンティブ設計が同制度には組み込まれている。雇用保険の
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加入事業所への就職割合が 50～55％までが 1 人に付き 1 ヶ月１万円の上

乗せ、60％以上が 2 万円の上乗せが付く仕組みとなっている。こうした仕

組みを設けることによって、プログラム実施主体が、受講生の就職に注力

することを目的にしている。例えば、20 人が定員のプログラムであれば、

60％を超えることによって、一ヶ月 40 万円が実施主体に支給される。6
ヶ月間のプログラムであるので、1 回のプログラム実施で 240 万円が支給

される。このため実施主体にとっては大きなインセンティブとなっている

と言う。こうしたインセンティブ施策を設けることによって受講生の就職

率を高めることを厚生労働省が期待したものであると担当者は言う。

 同校では、第 4 回のプログラム実施までは、このインセンティブの恩恵

に預かってきたが、5 回目の実施で初めて、恩恵を得られなくなった。同

校が提出した受講生の就職内容報告書に基づいて、労働局が改めて就職先

に状況の確認を行ったところ、インセンティブの受給資格に該当しないこ

とが判明した。その理由を尋ねてみると、受講生の就職先では、試用期間

は雇用保険の対象外になっていると返答された。就職状況報告書の作成時

には雇用保険加入事業所への就職率が 70％を超えていたにも関わらず、

結局 4 名しか雇用保険に加入されていないと労働力に宣告されたため、担

当者は憤慨した。担当者は、労働法を調べ、労働法では、雇用保険を 1 週

間 20 時間以上、1 ヶ月以上働く意思のある場合には加入することと変更

されていることに気づき、元受講生は 3 ヶ月以上働いているため、当然、

雇用保険の加入条件を満たしていることを突き止めた。このため問題は、

雇用保険に加入させていない事業体にあり、それを監督する労働基準監督

局にあるのではないかという指摘を労働局に対して行った。この問題で、

裁判を起こしたケースも存在するのだという。こうした問題が裁判にまで

発展してしまった背景には、同制度では、受講生 1 人に対して、5 万円の

授業料しか支給されないので、経営として非常に厳しい状況に置かれてい

ることがある。このため、このインセンティブを運営費に使いたいという

実施主体側の切実な思いが、こうした問題の背景には存在している。

 また、インセンティブの対象となるプログラム実施主体自体も少なかっ

たために、平成２６年度からは、制度が大きく変更されている。2 万円以

上が支給されるのが 60％以上、1 万円が支給されるのが 30％以上という

変更が加えられた。今年度の変更によって、下限が 30％以上とインセン
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ティブの門戸が開かれている。同校としては、60％以上の就職率を目指し

ている。受講生に対しても、雇用保険にあるところに就職するように、毎

月のように促している。60％という数字は、このように受講生に発破をか

けないと決して達成できない数字であると担当者は述べている。

４）同校によるプログラム期間中の就職支援内容

 プログラム実施期間 6 ヶ月間の中で、最低、2 回以上、就職支援をする

ことに制度的に定められている。就職に向けた講座として、職業能力基礎

講習の実施がプログラム期間中に最高 60 時間まで認められている。最低

600 時間のうちの 1 割に当たる 60 時間は、いわゆるビジネスマナーや履

歴書の書き方、職務経歴書の書き方などを訓練できるような仕組みになっ

ている。同校の講座では、この 60 時間を目一杯活用して、ビジネスマナ

ー等の講座を積極的に実施している。その理由は、就職面接時の対応が、

受講生の就職に大きな影響を与えると担当者が考えているためである。

５）これまで受講者の特徴

これまでの受講者をみると、大卒者が多いこと、更には、調理師の受講

者が多いことが特徴であった。定員 20 名に対して 7 名が調理士であるこ

ともあった。調理師出身の受講生にその理由を尋ねたところ、「自分が作

った野菜を、自分で調理して出したい」という思いから受講を選択したと

言う。しかしながら、農業経験が全くなかったために、農業の基本を学び

たいということで受講を決めている。

６）求職者支援制度によるプログラムのまとめ

 九州工科自動車専門学校では、以上のようなプログラムの実施により、

長年にわたって農業分野における人材育成を行ってきた経緯があった。こ

の間に培ってきた知識やノウハウをベースに、今年度は、本事業における

職域プロジェクトを担当した経緯がある。
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◇九州工科自動車専門学校の平成２６年度事業の概要 

１）平成２６年度事業の概要 

 同校では、｢青年就農給付金｣に対応し、熊本県農業の実情に合わせた農

業人材を育成するための実践的な教育プログラムの開発を目的に事業を

実施している。 

同校では、平成２４年度により参加している宮崎情報ビジネス専門と協

力し、宮崎情報ビジネス専門学校が平成２５年度までに開発した農業人材

育成のための教育プログラムを、熊本県農業の実情に合わせてカスタマイ

ズしている。農林水産省が実施する｢青年就農給付金制度｣に対応するため

に、２年間２４００時間以上の実践的なプログラムを開発している。 

今年度開発した教育プログラムでは、宮崎が開発した教育プログラムに

不足していた分野である｢農業による環境保全｣、｢農業とエネルギー生産｣、

｢都市農村交流｣に関わる領域の教材を新たに開発している。その際、ケー

ススタディを中心とした教材としたことが特徴的である。 

 同校では、今年度、開発した教材を元に、その教材の教育効果を検証す

るための実証講座を開催している。実証講座では、農業分野での再就職を

目指す社会人を対象者としている。 

 それに加えて、先に述べた求職者支援制度の農業人材育成講座を利用し

て新規就農した修了生から就農に当たっての体験談や心得を直接聞くこ

とを目的とした｢交流会｣というイベントも開催している。 

２）開発した教育プログラム 

今年度は、2 年間で合計 2,556 時間分の教育カリキュラムを構築してい

る。1 年目には専門学校で 1,330 時間を履修し、2 年目には農業法人等で

1200 時間の実践的な農業研修を受講し、同時に専門学校でも就職支援等

のプログラムを 26 時間受講する内容となっている。 

 専門学校で履修するカリキュラムについては、農業（学科）、農業（実

技）、ビジネス、職業とキャリア、その他（安全管理）など大きく５つの

分野から形成されている。同校の独自の教育内容としては｢くまもとブラ
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ンドと農業ビジネス論｣がある。この科目では、熊本県が全国に展開して

いる｢くまもとブランド｣の実践や県内の 6 次産業化ビジネスを事例に、ビ

ジネスとして成功する要因について、ケースをもとに分析していく内容と

なっている。 

３）実証講座と交流会の実施 

 九州工科自動車専門学校では、開発した教育プログラムや教材の教育効

果を検証するために、平成 26 年 12 月 17 日(水)、18 日(木)と 2 日間庭田

って実証講座を実施した。対象となったのは、同校の農業人材育成科に通

う学生を対象とし、9 名が参加している。実証した教材は、「農業による

地域の支援～生産だけではない農業の多様な機能～」という部分の一部で

ある。具体的には、農業による癒し効果に関する内容となっており、①安

らぎと憩いの場としての農業、②園芸療法、③動物療法、④農業の福祉へ

の活用の四部構成となっていた。 

(写真：平成 27 年 1 月 31 日開催の｢交流会｣の様子) 
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 また同校では、先述した求職者支援制度の農業人材育成講座を利用して

新規就農した修了生から就農に当たっての体験談や心得を直接聞くこと

を目的とした｢交流会｣というイベントも開催している。当日は、農業人材

育成科 OB4 名によるリレートークが開催された。 

４）次年度の課題 

 今年度、初めて職域プロジェクト校として事業を実施した同校では、次

の述べる 3 点を次年度以降の主な課題として提示している。 

 第 1 に、農業分野だけでなく、花卉、調理、栄養士など 6 次産業を実践

するのに必要な農業の隣接分野の教育プログラムを開発することである。 

第 2 に、フィールドワークや農業インターンシップへの接続を意識した

実践型の教材開発を行うことである。 

第 3 に、農業版マネジメントゲームの開発である。ここでいう農業版マ

ネジメントゲームとは、新規就農を数値的にシミュレーションするようコ

ンピュータ・プログラムである。 

同校では、次年度以降、この 3 点を意識した教材開発等の事業を展開し

たいと考えている。 
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